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管理会社名　　　　　　　　　 　　　　　　印

                                          代表者の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　役職氏名　　　　　　　　　　　　　       印

（管理会社名）は、以下の新規上場申請銘柄に関し、上場審査基準において求められている次に掲げる事項について説明いたします。
１．新規上場申請銘柄の一口あたりの純資産額と特定の指標の変動率を一致させるための仕組み及び対応について

２．新規上場申請銘柄の上場後の円滑な流通の確保の見込みについて

３．ファンドの運営体制について

４．カウンター・パーティー等の信用状況等に関する管理体制等について

※　上記４は、新規上場申請銘柄が、有価証券上場規程第１００１条第１２号の２に規定する指標連動有価証券等組入型ＥＴＦに該当する場合のみ記載してください。

※　上記４のカウンター・パーティー等とは以下の者をいいます。

・投資信託財産等に組み入れる特定の指標に連動する投資成果を目的として発行された有価証券の発行者及び保証者（保証者については保証者がある場合に限る。）

・投資信託財産等に組み入れる特定の指標に連動する投資成果を目的として締結された特定の者との契約に係る権利（法第２条第２２項に規定する店頭デリバティブ取引に係る権利、商品投資等取引に係る権利又は投資信託法施行令第３条第７号に掲げる金銭債権に限る。）の当該契約の相手方及び保証者（保証者については保証者がある場合に限る。）

	新規上場申請銘柄名
	


　　　※　同時に複数申請する場合は、上記の欄を増設してください。

１．新規上場申請銘柄の一口あたりの純資産額と特定の指標の変動率を一致させるための仕組み及び対応について

（１）一口あたりの純資産額と特定の指標の変動率を一致させるための仕組み

※　図を用いるなどして分かりやすく記載してください。
※　例えば、運用方針や信託財産の内容、シミュレーションを行っている場合は内容及び結果などについて記載してください。

（２）一口あたりの純資産額と特定の指標の変動率を一致させるための対応

※　ＥＴＦの運用において乖離を防止するための対応を記載してください。 
２．新規上場申請銘柄の上場後の円滑な流通が確保される見込みについて
（１）指定参加者である取引参加者の外国ＥＴＦサポート・メンバー制度への申込み状況

	業務規程第68条に規定する指定の申込みを行った取引参加者名
	


※　上記については別途、取引参加者の申込みを証する書面の写しをご提出いただきます。

（２）新規上場申請銘柄の円滑な流通及び公正な価格形成への対応について
※　管理会社として上記の目的のために想定している対応、例えば設定枠の状況や必要に応じて機動的な追加設定に対応できることなどを記載してください。

３．ファンドの運営体制について

（１）ファンドの運営体制

	担当部署
	担当業務
	担当者数

	○○部
	担当業務を具体的記載してください。
	○名

	△△部
	
	△名


（２）業務運営事務フロー

※　ＥＴＦの業務について管理会社、信託受託者、指定参加者の関係について、事務フロー図を使用するなどして分かりやすく記載してください。

（３）コンプライアンス及びリスク管理に係る体制

※　「３．ファンドの運営体制について」は、申請者が既上場ＥＴＦの管理会社である場合は記載不要です。

※　ただし、直前に申請した際から変更がある場合には記載してください。
４．カウンター・パーティー等の信用状況等に関する管理体制等について

	カウンター・パーティー等の名称
	概要

	○○
	カウンター・パーティー等の概要を記載してください。（例：所在地、代表者、主な事業内容等）


（１）カウンター・パーティー等の選定基準
（２）特定の指標に連動する投資成果を目的として発行された有価証券の権利内容又は契約に係る権利の内容の概要及び上記選定基準への適合状況
（３）カウンター・パーティー等の財務状況等に係る管理体制
（４）カウンター・パーティー等の財務状況等の著しい悪化が明らかになった場合における投資信託財産等の毀損の可能性を軽減させるための措置及び毀損が生じた場合の対応に係る体制
（５）カウンター・パーティー等に関する情報の配信に係る体制（情報の配信方法等）
※　別途、カウンター・パーティー等の財務諸表等及び当該財務諸表等に添付される監査報告書をご提出ください（ウェブで公開されている場合はＵＲＬでも可。）。なお、保証者がある場合にあっては保証者のものをご提出いただくことになります。
※　上記（２）以外の事項については、上場承認後にご提出いただく「指標連動有価証券等組入型ＥＴＦに係る管理体制等に関する報告書」（有価証券上場規程第１１０３条第６項）のドラフトで代替いただくことも可能です。ただし、既に他の指標連動有価証券等組入型ＥＴＦの上場時に同報告書を提出し、それ以後において上記（２）以外の事項について同報告書の内容に変更が生じていない場合であって、新規上場申請銘柄に係る管理体制等及び記載内容が、同報告書の内容と同一である場合には記載不要です（同報告書のドラフトの提出も不要です。）。なお、上記（２）についてはいずれの場合も記載が必要となります。
以　上
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